
お手元の船舶免許の有効期限は大丈夫ですか？

船舶免許は５年ごとに更新講習の受講が必要です。
有効期限の１年前より受講頂けますので、お早めの受講を
おすすめします！
免許発行までには１週間ほどお時間がかかります。

三河みとマリーナボート免許教室＆マリンライセンスロイヤ
ル名古屋校共同開催による特別価格での案内です。
是非、この機会をご活用ください。

三河みとマリーナボート免許教室より更新講習のご案内

●開 催 日 ２０２０年 ４月２６日（日）
●時 間 身体検査 １０：００～（９：３０より受付開始）

更新講習 １０：３０～１１：３０
失効講習 １０：３０～１２：５０

※受講者数により終了時刻が前後する場合がございます。
●費 用 更新講習 １０，０００円（通常１２，4００円）

失効講習 １８，０００円（通常１９，９３０円）
●会 場 三河みとマリーナ セミナールーム
●書類締切 ４月２２日（水）
・講習はお電話にて事前のご予約をお願いします。
・定員に達し次第、受付は終了させていただきます。
・有効期限は小型船舶免許証をご確認ください。

★お問合せはこちらへ
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